
 

 

 
鹿嶋労働基準監督署長が化学物質管理強調月
間の実施について労働災害防止関係団体等に対
し、会員事業場等への周知を依頼しました！  

令和８年１月２９日 

   

（一社）鹿島労働基準協会の中尾事務局長（右側）     鹿嶋労働基準監督署で作成したリーフレット 

に依頼文を手渡す矢島署長（左側） 

 

鹿嶋労働基準監督署（署長 矢島進介）では、令和８年２月１日から令和８年

２月２８日までの１ヶ月間、「化学物質管理強調月間」が実施されることから、

（一社）鹿島労働基準協会をはじめとする労働災害防止関係団体等に対し、化学

物質管理活動の定着を図るため、会員事業場等への周知等について、ご協力を 

依頼しました。 

今年で第２回目となる化学物質管理強調月間では、「慣れた頃こそ再確認 化

学物質の扱い方」をスローガンとして全国一斉に展開されます。 

各事業場におかれましても、化学物質管理の重要性をご理解いただき、第２回

化学物質管理強調月間実施要綱に基づいた取組へのご協力をどうぞよろしくお

願いいたします。 

また、鹿嶋労働基準監督署では、化学物質管理強調月間に際して独自のリーフ

レットを作成し、あらゆる機会を捉えて当該強調月間の趣旨や実施事項の周知

を図っていくこととしています。 

 

 

【連絡先】鹿嶋労働基準監督署 

                    電話：０２９９－８３－８４６１ 
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